
事業規程 

［ 
制定 令和６年９月 30日 

］ 最終改定 令和６年９月 30日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会（以下「本協会」という。）定款第４条

第２号に定める測定の支援、同条第３号の実施、同条第４号に定める講習会等の開催及び国

内の情報交流、同条第５号の実施に関する事業について、必要な事項を定めるものである。 

 

（事業委員会の構成） 

第２条 前条の目的を達成するため、定款第53条の規定に基づき、事業委員会を置く。 

２  事業委員会は、関係する様々な分野から10名以内の委員をもって構成する。 

３  事業委員は正会員又は学識経験者の中から会長が委嘱する。 

４  事業委員会には委員長をおくこととし、会長が理事の中から指名する。 

５  事業委員会には副委員長をおくことができる。副委員長は委員長が指名し、必要に応じ委員

長を補佐するとともに代行できるものとする。 

６ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

(事業委員会の任務) 

第３条 事業委員会は、以下の各号に関する事業について、毎年度の事業計画に基づき、事業毎の

実施計画を作成する。作成した実施計画は委員長から理事会に報告するものとする。 

一 におい・かおりに関する研修会・講習会等 

二 臭気判定士の技能向上のための研修会・講習会等 

三 におい・かおりの測定精度向上のための物品販売 

四 良好なかおり環境の形成に向けた普及啓発活動 

五 その他、理事会が求める事業 

２ 実施計画には、次の各号の事項を含むものとする。 

一 事業の名称及び運営管理する事業委員会委員名 

二 事業の予定場所、実施時期、担当者、対象者、プログラム等の内容 

三 予算書 

四 その他、理事会に諮る上で必要とする事項 

３ 事業委員会は、各々の事業の実績に基づいて、事業の新設または廃止を理事会に提案すること

ができる。 

 

（報告） 

第４条 事業委員会は、毎事業年度の定期理事会のうち、最終の時期に開催される理事会において



当該年度に実施した事業の実績の概要を報告しなければならない。 

２ 理事会は、事業の実績の概要を踏まえ、翌事業年度における事業毎の実施計画の見直しを委員

会へ意見することができる。 

 

（委任） 

第５条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

 

（改廃） 

第６条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則（令和６年９月30日第２回通常理事会承認） 

改定後の規程は、令和６年９月30日より施行する。 

 


